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⚫ 第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和６年度第１回生涯学習審議会 

開 催 日 時 
令和６年４月１５日（月） 

午後２時～午後３時１５分 

開 催 場 所 さくらホール集会室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：長堀委員、小川（香）委員、髙瀬委員、齊藤委員、渡辺

委員、小川（育）委員、市川委員、木下委員、加藤委

員、福島委員 

欠席者：石橋委員、横田委員 

事務局：文化振興課長、文化振興課生涯学習係係長・主任 

議 題 

議題１：生涯学習審議会会長・副会長の選出について 

議題２：令和６年度社会教育関係団体に対する補助金の交付につ

いて 

結 論 

（決定した方

針、残された問

題点、保留事項

等 を 記 載 す

る。） 

議題⑴：会長に長堀委員、副会長に小川（香）委員が選出され

た。 

議題⑵：質問はあったが、資料のとおり認定された。 

審 議 経 過 

（主な意見等を

原則として発言

順に記載し、同

一内容は一つに

まとめる。） 

説明者 

 〇＝委員 

 ●＝事務局 

議題１：生涯学習審議会会長・副会長の選出について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●前審議会会長の斎藤委員、何か提案等ありますか 

〇前審議会から継続して委員をしている方が数名いるとお見受け

します。会議の進め方等についても理解している思いますので、

前委員より選出するのはいかがでしょうか。 

 そこで、会長に長堀委員を推薦します。 

●只今、斎藤委員より提案と推薦がありましたが、いかがでしょ 

うか 

＜発言等なし＞ 

●会長に長堀委員いかがですか 

〇前審議会で初めて委員をやらせていただいきましたが、皆様の

御協力を得ながら、務めさせていただきます。 

●それでは、会長の任には長堀委員にお願いいたします。 

続きまして、副会長の任につきましてはいかがでしょうか 

自薦でも他薦でも構いません。 

●副会長に小川（香）委員いかがでしょうか 

〇私でよろしければ、お受けいたします。 

●それでは会長に長堀委員、副会長に小川（香）委員に選任され

ました。ここで、会長より御挨拶をお願いいたします。 

＜会長挨拶＞ 

●続きまして、小川副会長お願いいたします。 

＜副会長挨拶＞ 

●それでは、ここから会議の進行につきましては、会長に引き継
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がせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇それでは、改めまして、会議の進行を進めさせていただきま

す。次第４「報告事項」へ進みます。会議資料１ページの報告事

項から事務局より説明をお願いいたします。 

 

報告事項１：令和６年度社会教育関係予算について  

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●只今の説明について質問等を受付ける。 

＜質問等なし＞ 

 

報告事項２：令和６年度生涯学習審議会関係予算について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

◯質問等を受付ける。 

＜質問等なし＞ 

 

報告事項３：令和６年度社会教育関係事業の実施計画について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

◯質問等を受付ける。 

＜質問等なし＞ 

〇議題１の会長、副会長の選任につきましては、先ほど行いまし

たので、議題２に移ります。 

 

議題２：令和６年度社会教育関係団体に対する補助金の交付につ

いて 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●只今の説明について質問等を受付ける。 

〇新規団体が増えた場合、補助金は増額になるのか 

●市の財政状況も厳しいことから、新規団体が増えた場合は、そ

の都度、予算要求が必要になるものと考えております。 

 

その他１ 今後の生涯学習審議会議のスケジュールについて 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●只今の説明について質問等を受付ける。 

◯過去のテーマについては、次回の会議で事務局から資料が示さ

れますが、各委員につきましても検討テーマについて考えてきて

もらいたい。 

〇武蔵村山市第五次生涯学習推進計画が令和７年度までとなって

いるが、審議会でその内容も審議する必要があるのか 

●５年前の資料を確認して報告いたします。 

 

その他２ 第２回生涯学習審議会の開催日程について 

●それでは、次回の会議日程について、希望等あれば教えていた

だきたい。 

＜次回の審議会は６月１２日（水）午後２時からと、決定した＞ 

●後日、事務局より開催通知を送付する。 
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会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開              傍聴者：  ０  人 
□一部公開 
□非 公 開 
 ※一部公開又は非公開とした理由 
 

 

会議録の開示・

非 開 示 の 別 

■開  示 
□一部開示（根拠法令等：                ） 
□非 開 示（根拠法令等：                ） 

庶 務 担 当 課 教育委員会 教育部 文化振興課（内線：６５６） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


